
日時 平成２７年２月１３日（金）　午後２時から

場所 米子市役所本庁舎４階　４０１会議室

出席者 委　員　　松原雄平　竹下靖彦　西村正男　奥田正雄　岩浅美智子　小林玉青

事務局　　上村総務部長　入札契約課　岡田課長　宮松課長補佐　柴田主幹

工事所管課　　水道局　整備課　施設課　建築住宅課

　　　　　　　維持管理課　土木課　農林課

議題 （１）平成２６年度上半期の発注状況について

（２）入札及び契約の運用状況について（H26.4.1～H26.9.30契約分）

議事内容

〔午後２時開始〕

上村部長開会あいさつ

事務局 　ただいまから平成２６年度米子市建設工事等入札契約審議会を開催いたします。
　今回は、平成２６年度上半期における入札状況についてご審議いただきたいと
思います。（平成２５年度の下期分についてはメール審議とする状況になった事
について説明を行う。）
　それでは会議に先立ちまして事務局の方から自己紹介をさせていただきます。
（自己紹介）
　会議の進行につきましては、松原会長様よろしくお願いします。

松原会長 　本日は２６年度の上期分の審議ということで、議題の一点目の平成２６年度上
半期の発注状況について、事務局から説明をお願いします。

竹下委員より、議事録（平成２５年度上半期分）の訂正依頼

竹下委員 　議事録の訂正をお願いしたいと思います。よろしいですか。７ページの中ほど
の私の発言なんですが、２行目の栃木県というふうに前回発言しましたが、これ
は岐阜、岐阜市ですので、そのように訂正しておいてください。
　事前に議事録の修正等の要請がなかったもので、そのまま掲示しておりまして、
それで修正ができなかったので、できたら事前に。あやふやな発言で大変申し訳
なかったんですが、そのようにそこは訂正していただきたいというふうに思いま
す。よろしくお願いします。

事務局 　はい、すみません。誠に申し訳ございません。こちらの方で会議が終わった後
に議事録を作成した際に、誤って載せてしまったということで。議事録に栃木県
となっていたのが、正しくは岐阜市ということでございますね。はい、こちらの
議事録の方も訂正をしておきます。ありがとうございました。すみませんでした。
　はい、それでは議題１。平成２６年度上半期の発注状況についてという本日お
配りした資料のですね、本日の会議の式次第が載っております文章の３ページを
開いていただけますでしょうか。本日の審議関係に入ります前に、平成２６年度
上半期の落札率と発注状況を報告いたします。本日お配りしております資料の３
ページということで契約金額・落札率の年次推移という…。

竹下委員 　岡田さん。

事務局 　はい。

竹下委員 　２５年度の下期の件は、もうそれで…。駄目ですか。
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事務局 　時間がありましたら、これが終わった後にそのことをお話させてもらって、何
かありますかということで皆さんに時間をと思っていたんですけど、そちらの方
を先にしてしまうと、またこちらの方が残ってしまうような気になりまして、ど
んなものでしょうか。

竹下委員 　第三者委員会に対する提案としてはおかしいんじゃないですか。

事務局 　はい…。

竹下委員 　まずは、昨年以降のものについてまずやらないと名前も何もないし、それをま
た置いておいてというのは、時間の関係でそれがそのまま終わってしまう。
　だから、前回私が昨年言ったのは２回ともやるんじゃないか、そういう時間を
とるようにというふうに。私はそれが条件で前回の延期については了承したんで
すが。
　会長どうでしょうか。２５年度はいいですか。残り時間でやりますか。

松原会長 　事務局の方はどのようなお考えでしょうか。

事務局 　はい、先ほど言いかけましたけれども、今回の２６年度上半期分の審議をして
いただきまして。時間の都合もあるんですけれども、それが終わった後に、メー
ルでのやりとりだけでございましたので、２５年度の下期について、何かそれに
ついてのお時間をとらしてもらおうかなというふうに考えておったのですけれど
も。

松原会長 　委員の皆さんいかがでしょうか。何か。

竹下委員 　私が抽出案件を求められた時に抽出をしたわけですけれども、その中で最後に、
入札の不調で随契等の工事内訳書が添付されてないし、その前は２５年度の上期
下期についての辞退者一覧をまとめて出されたいということで、メールで催促の
お願いをしていたんですが、これについてはまったく答えていただいていないん
ですが。
　本年の１月９日にメールで送信をいたしまして、２５年度下期についての抽出
案件と一緒に７番目の案件として、そのように要請をしたんですが。それでない
と、最近の事例としては、辞退者が続出をして実際入札になってない、１社のみ
という状況になってるし、そういうところが非常に重要な資料なんですね。
　だから、辞退者はどれくらいな頻度でやってるのか、またその中で企業名はど
ういうところなのか、というのがないと、やめましたから結果的に１社しか残り
ませんでした、だけどそれは郵便なんで、それは競争入札に該当します。それは
ちょっとないんじゃないですか。
　これは、何回も従来からの審議会の中でも、委員からその件について辞退者に
ついて一覧を作るようにというふうに以前も発言があったんですが。まあ、担当
者の方はどんどん代わられておられると思うんですけれども。

事務局 　はい。結果的にですね、２５年度下期分の皆さんから抽出していただいた案件
に対して文章でのやりとりの回答作りとですね、今回の会議用の資料作成という
ところが精一杯ということで、メールでいただいておりました辞退者一覧につき
ましては作れていないのが実状です。はい、申し訳ございません。資料が作れて
いないという格好でありました。
　それで、今回の質問の中に、疑問点の中に辞退届の理由はという質問に対して
は、この会議の中で答えさせてもらおうと準備はしていたんですけれども。
　竹下委員さんがメールで依頼されておられました２５年度ですね、２６年３月

までですね。今回の期間における辞退者一覧をまとめてください、辞退者及び回
数をというメールをいただいておりましたけれども、作成する時間がなかったと
いうことでございます。こちらにつきましては、この会議が終わりましたら、直
ちに作成したいと思います。
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松原会長 　この審議会の委員の立場として、そういう要望をされたんですね。質問事項に
対しては、常に真摯に答えていただく必要があると思いますね。ですので、この

会議にはたぶん間に合わないだろうと思いますので、委員のご質問に対しては、
やはり事務局の回答というのはきちんとしていただいて。
　それから、メール審議ではなく、もう一度年度内に審議が必要ではないかとい
う意見が出てくる以上は、こういう会議はやらないといけないと思うんですよね。
　ですので、そこはまた事務局の方でお考えいただきたいと思いますが、機会を
またお願いしたいと思います。

事務局 　はい。申し訳ございませんでした。

上村部長 　会長さん、申し訳ございませんでした。おっしゃるとおり事前にメールでもら
っていたものについて資料をお渡しできなかったことは大変申し訳ありません。
大至急、終わり次第、今日の会議に間に合いませんけれど、大至急、作って送ら

せていただきます。
　今後、こういうようなことは二度とないようにしたいと思いますので、大変申
し訳ありませんけれど、今日のところはご勘弁いただきたいと思います。

竹下委員 　次回でいいんじゃないでしょうか。審議に移りましょう。

松原会長 　委員の方から、次回の機会でいいんじゃないかというお話でございますので。
事務局も非常に大変な状況にあるんだろうと思います。委員とお話し合いをして

いただいて、またうちの方にもご連絡いただいて、対応をですね、決めたいとい
うふうに思います。よろしいでしょうか。

西村委員 　辞退者が多いというのはよくわかるんですが、鳥取県内ではどうなんですか。
米子市は多い方なんですか。

事務局 　入札不調につきましては、米子市、鳥取県に限らず全国的に発生しておるもの
でございまして、その背景とか原因ということをこの会議の中で、あとで説明を
させてもらおうと考えていた次第でございますけども。

松原会長 　はい。ということで、また今後の対応につきましては、私の方から皆さまの方
にお伝えしたいというふうに思います。

竹下委員 　会長、報告について審議を始めましょう。

　用意ができている２６年度の上期から、事務局が提案されているところから再
開ということでどうでしょうか。

松原会長 　では、そういうことでよろしくお願いします。
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事務局 　はい、ありがとうございます。ただいま竹下委員さんの方から２６年度の上期
ということで審議説明をしてくださいということでございましたので、説明させ
てもらいたいと思います。誠に申し訳ございませんでした。
　それでは、平成２６年度米子市建設工事等入札契約審議会という、式次第を載
せた資料のですね、３ページをお開きください。契約金額、落札率の年次推移が
載っておるものでございます。平成１８年度から２１年度までは１年に１回とい
うことでしたけれども、２２年度からは年２回、上期下期というふうに推移を表

した表でございます。工事の関係の表の一番下の段、平成２６年度ということで

４月１日から９月３０日の欄を見ていただきますと、工事の入札、発注件数等と
いたしましては、上半期は１２７件、金額としましては３４億４５００万円とい
うことで、平均落札率は単純平均で９３.９％となっておりました。そのひとつ
上の２５年度を見ていただきますと、２５年度の下期というところが９３．０％、
そのひとつ上は９１.３％ということで、前回２５年度の下期と２６年度の上期
で９３％台ということで落札率が上がっております。きちんとした分析はできて
いないんですけれども、先ほどから話が出ております入札中止が多くなり参加す
るときに、参加するのであれば利益率が高いといいますか、そういったところで、
入札する業者さんの入札される金額が高い率になってきているのが去年の後半か
ら今年の前半にかけての、こういった９３％、９３．９％なのかなというふうに
推察しているところでございます。

　次にその下、工事の随意契約分についてでございますが、件数は６５件、金額
は１億７２００万円、平均落札率は単純平均で９５％でございました。
　次に４ページにいきまして、委託契約についてでございます。２６年度はそれ
ぞれの表の一番下を見ていただきますと、入札分につきましては発注件数９３件
で、金額が４億５４００万円、平均落札率は単純平均で９３.２％。その下が随
契分でございますが、１９件、１２００万円、平均落札率は９５％という数字に
なっております。ただし、委託の方につきましては、分析等まではできておりま
せん。
　以上が、平成２６年度上半期の発注状況の概要についての説明でございました。
これが１番の議題についてです。以上です。

松原会長 　はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。２６年度上半期の状況に
ついて何かご質問等。よろしいでしょうか。
　はい、それでは、２番目、入札及び契約の運用状況についてですが、委員の皆
さまから色々な案件を抽出いただいております。かなりの数になっておりますの
で、迅速に、しかしながら慎重にとり行うということで。
　では、事務局さんから説明を。

事務局 　はい、順番は、説明の順番はこの上から順番ということでよろしいでしょうか。

松原会長 　そういうことですと、下の方まで回らなくなるでしょうから。まずは委員の方
からですね、それぞれの優先的に審議していただきたい案件があるだろうと思う
んですね。ですので、それをですね、取り上げていただいて、優先的に進めた方
がいいかなと思います。
　ということで、いかがでしょうか。それぞれ委員の皆さんからいただいて、一
覧表の右側に抽出された方のお名前が載っています。ここからですね。色々な案
件がございますが…。
　では、竹下委員。いかがでしょうか。

4 ページ



竹下委員 　すみません。私いつもたくさん抽出しているんですが、抽出する理由というの
は、工事費内訳書がどうなっているのかなというところが見たくて、特徴ある案
件については。それで抽出をしているという前提があって、２件というのは確か
原則という話ですから、２件というふうに言われると２件しか抽出できないとい
うことがあるんで、抽出については、そこらを今後は考えて欲しいというふうに
思っております。
 まず、私が考えてますのは米子のクリーンセンターです。№３８から４０まで
なんですが、これは工事費内訳書が添付されていないんですが、随契でやったも
のは、そういうものはいらないということで、金額が折り合えばそれで契約をす

るということなんでしょうか。確か１社でもついていたという記憶をしているん
ですが。

事務局 　随意契約の場合には、工事費内訳書については添付の必要がないというふうに、
うちはそういった方針をとっております。

竹下委員 　随契にはない。

事務局 　はい。

竹下委員 　そうしますと、ずっとこれから随契が建設以外に出ているわけですけれども、
金額の内訳については、では私たちとしてはまったく知ることができないんです

か。一式でいつでも書いてあるという形では。物品単価を詳細にという形で工事

内訳書の中でやってもらわないと、ただここに記載をされてますというような状
況でいきますとまったくわからない。ましてや、それがグロスで一式いくらとい
う形ででているので、検証の仕様もない、というふうに思うんですが。いかがで
しょうか。
　執行表はあるんですけれども、工事費内訳の明細書がないんですよね。工事費
内訳書がなくてもこの金額だけでいけるんですか。

事務局 　随契ということですか。

竹下委員 　随契もそうですけれども、競争入札で１社しか入ってなくて、その場合も工事
費内訳書は添付されていない状況です。

事務局 　工事費内訳書は随契の場合だけないということで、なくてもいいということに
していますので。それ以外の入札については、必ず工事費内訳書はつけていただ
いてますが。ないと失格ということにさせていただいてるんですが。

竹下委員 　それは、どこかにそういう随契に対する内訳書はいらないという形であるんで
すか。どこに明記してありますか。

事務局 　随契は、直接その担当課の課長さんが内申されて、その工種というよりも、こ
の業者さんができるということで、何社か選ばれて、それでもって、その時点で
あとは金額と予定価格で低い方をというふうにしておりまして。入札のように、
この金額の根拠はどういうものかというようなことまで求めておりません。入札
については、必要だというふうにしておりますが、随契については、必要だとし

ておりませんので、米子市の方が。ですので、つけていただいてないということ
です。

竹下委員 　随契の場合は、１３０万円以下の少額については確かにそう言ってますが、私
が言ってますのは№３８のように、１億近い金額が工事費内訳書もなく、契約で
きるというのは、それはまさに、談合の最たるものではないですかね。だって、

検証の仕様がない。業者がこうですといったらどう思われるのですか。
　それとも、例えば１号の設備の修繕工事というのは、建設からもう十数年経っ

ているんですが、もうちょっと経ってるかな。その間については、全然古い資料
なんか残っていないと思うんですけれど、まさに業者の言いなりで、随契の場合
はやられるんですか。結果的にそうなるんではないですか。
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事務局 　まず、そちらの３８番ということをおっしゃったのですが、これが、確かに１
３０万以下の１号ではなく２号ということで、特定の業者さんしかできないとい
う、特別なものだということで、たまたまそのできるのが、内申されているのが
１社ということなんですが。その内申の機会において、この工事だといくらでで

きるかというのを設計の部署がしますので、担当課が中身は精査して、この金額
は妥当であるということをしているので、その金額と業者さんが出される見積書
とがどうなのかというのを入札契約課がみて、予定価格に達していれば落札。金
額だけで判断をしているんですが、その前に担当課の方で、この金額は妥当だと
いうことで設計を組まれているというのがございますので、入札案件についても

同じかもしれないんですが、見積もりの案件につきましても、もううちの方に入
札契約で随契をするぞというもので、来た時点でもうすでに精査されているとい
うふうに判断しておりますので。

竹下委員 　くどいようですが、そうすると担当課で妥当だという判断をしたという記録そ
のものはどうなっているんですか。

　業者と担当課長との、そのすり合わせといいますか、随契の金額が妥当だとい
うふうに思慮する根拠は。

事務局 　その予定価格を決める際に、担当課ではないんですが、色々な決め方があって、
公表されている設計単価ですとかありますので、基本的には米子市は、県が使わ
れているのと同じものを使っております。それで組み立てて、まるまる出す場合
もあるかもしれないですが、直接業者さんから複数見積もりを取って、それでも
って、その見積もりの中がどうかということで精査して、米子市の金額は、米子
市がこの工事をするのならこれだけの金額ということで見積もったものを予定価
格としていまして、実際これがどのような格好でこの３８という案件が、どのよ
うな格好で予算額が出てきたかどうかは、ちょっとどちらに該当するのかわから
ないのですが。

松原会長 　要はですね。竹下委員のおっしゃってるところは、確かにこの工種が非常に特
殊な工事であって、一般の企業、業者にはできない。ですから、特定の企業にな
ってしまう。そこで、米子市の方が見積額を出して、ここが随契で、そこで出て
きた見積価格が妥当であるというのを、どこかで確認できるようなものが必要で

はないか。

　ですから、当事者がこれを見られて、金額に鑑みて妥当な見積額であるし、適

正な工事ができると判断をされますというようなものがどこかにないと、そこが
なかなか理解できないんじゃないかなという話だろうと思うんですよね。
　手続論としてはですね、手続きにのっとってやられてるだろうと思いますが、
これは最終的にこういう審議会でみていくと、そこのところどうなんでしょうか
というところですね。

事務局 　直接担当課の方でないと、たぶんお答えできないです。うちの方はもらった時
点でこれは妥当な金額であるというところからスタートしておりますので、ここ
に至るまでどういう積み重ねでこの予定価格がいくらになったかというのが、こ
ちらも妥当だというところからスタートしてますので。
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事務局 　はい、３８番の付せんのところ、ちょっと見てもらえますか、３８番の裏のペ
ージですね。内申票ということで、工事担当課の方から、これはその業者でしか
できませんよということで、２号随契なんです。そこのところの横ですね、見積
調書の予定価格を一番下にあげております。税込みですので９５１４万８０００
円、これは税抜きですと８８１０万円ということで。米子市が８８１０万円の税
抜きの予定価格をとっております。それで業者さんの方からでた見積書が、８６

００万円ということで、ここでうちの方が把握しているということで入札契約課
の方ではおるんですけれども、はい。その８８１０万円が妥当かということにな
りますと、それは、入札契約課の方からは答えられないので、工事担当課の方に
なろうかと思うんですけれども。予定価格は、ここまでの範囲内でうちの方は予
定価格をとりまして、業者さんから出た数字が予定価格より下回っているので、
もちろん、大きな数字の開きがあればおかしいかなと思うかもしれませんけども、
うちが８８１０万円、業者さんからの金額が８６００万円というところでつき合
わせて比較をしているということで、随契、２号随契も問題なんですけども、そ
ういった見積調書というものをつけております。

竹下委員 　再度聞きますが、そのやりとりは情報公開条例で出てくるんですか。公開請求
すれば。まさか、文書不存在ではないでしょうね。私が言っているのは、市民で

も検証できるような、そういう根拠のもとで随契がやられてますかどうですかと
訊ねているのです。予定価格を出してますから、その範囲でありますからという
形になると、それは随契の本来の目的を果たさないじゃないですか。言っている
意味がわかりますか。随契であればなんでもいい、知らなくてもいい、担当課が
了解してるからそれでいい。そういうことですか。

事務局 　そういうことではないですね。

竹下委員 　いや、先ほどからの答弁を聞いていると、契約課にあがってきたものはこの金
額だ。しかし、それは予定価格の範疇だから契約課の方としては、それで執行す
るしかない。こういう論ですよ。じゃあ、担当課と業者とのやり取りをした、そ
ういう根拠を示すような資料がありますか、ないですかというふうに私は訊ねて
いるんです。仕組みではなくてね。

事務局 　随契の場合も入札契約課を通して、うちの方が窓口になってするんですが。何
もない状態でするのではなくて、金額が抜いてある設計書を渡して、これで見積
もってくださいということで、一枚ものなんですが、金額が書いてある見積書と
いうものを出してもらって、ですので、入札のときの入札書に変わるものなんで
すが。
　もともとのその基本的な予定価格イコール設計金額なんですが、その金額が妥
当かどうかを、誰が検証しているかというお話だと思うんですが。

竹下委員 　随契に関してはね。

事務局 　はい。

竹下委員 　後は、一般競争入札がでてきますから。

事務局 　はい、妥当かどうかを…。ですので、竹下委員がおっしゃったように、確かに

金額での対比しかできていません。ただ、うちの方に来た時点でもうすでに米子
市が設計書を作ってますので、金額が入ったものを。その積み重ねが設計金額に
なってイコール予定価格になっておりますので、そこの中に入るということは、
業者さんを入札のときに、色々金額が違っても同じ入札額になるのと同じような
格好にはなるんですが、何かしら米子市の予定価格として入っている金額よりも
低かったり高かったりするんでしょうけれども。ただ、合計すると、積み重なる
とその予定価格に結果として入るということは、その金額で妥当にこの工事がで
きるんだろうと判断するということで、随契をしているということなんですが。
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竹下委員 　そうすると、随契に関しては、市民はまったくそこらへんの検証というのは。
ここだけでなくて、それはできるんですか。

事務局 　金額…だけは…。

竹下委員 　いやいや、業者と担当課長とのすり合わせをやっている、妥当だというふうに
判断をして、そしてそこで見積もりが出てくるという話でしたが、そこの妥当だ
と判断をされたやりとりというのは、根拠文書というのはあるんですか、ないん
ですかというふうに聞いているんです。

事務局 　まず、その予定価格がどうなのか、契約できるかどうかというのは、入札契約
課でそういう見積書というものを出してもらいますので、それでやります。その
前の段階ということでしょうか。

竹下委員 　いや、私が言っているのは、この金額で随契でやって、それじゃあ問題ありま
せんという形でいってるんならば、なんら審議をする必要がないので。
　じゃあ、随契でどんどん特殊工事をやれば、ＪＶでやるような金額になっても、
それは可能だということですね。

事務局 　随契の場合は、条件が整えば可能ということがあります。さっきおっしゃった
ように１号以外はすべてそれぞれの中身も、内容で、性格でどうなのか、２号、
３号、４号、９号まであるんですが、それらで判断してますので、どれかに当て
はまれば可能ということになります。

竹下委員 　私ばかり時間をとっては申し訳ないので、それはまた別の機会の審議会で本当
にそれでいいかどうか、十分にこれから考えますので、あと委員会として見解を
出してもらえばそれに従ってもらうしかないのではないかというふうに考えてお
りますので。時間とりましてすみません。

松原会長 　米子市の手続論でいくとですね、この話は平行線なんですよね。やはり随契の、
それからこの金額が競争性のないままになっているわけです。ですから、そこは
慎重にですね、担当課がこの金額で、これでやれるんだ、しかも特殊な工事であ
るというようなところを評価して、これでよろしいでしょうというような何かが
ここは必要でしょうということなんです。そうでないと、まったく審議できない
ですよね。金額が折り合っているかということなんですね。そこを懸念されてい
るわけですね。
　ですので、少しそこらのシステムをですね、考えていただいた方がいいんじゃ
ないかなと思いますね。手続き業務をですね。ということで、これはまた米子市
の方でご検討いただくということでいかがでしょうか。これだけの金額ですので。
　はい、それでは、いかがでしょうか。

岩浅委員 　２８番をちょっと抽出したんですが。

松原会長 　２８番。

岩浅委員 　ちょっと初めてだったのでよくわからないところがあって教えていただきたい

と思ったことは、適用欄に最低制限価格により失格という企業が７社ありまして、
最低制限価格をクリアした業者さんが３社あって、そのうちの１社が落札なさっ
たということなんですけれども、その落札されたＡ社が９６４０万円、入札金額
ですけれども。そして、最低制限価格をクリアされた上から６番目のＢ社との入
札金額の差額は１０万円です。それから、下から２番目のＣ社との差額は、こち
らの方がＡ社よりも４０万円減という入札になっていて、それで何が知りたいか
というと、この案件の最低制限価格はいくらになっているのかということを教え
ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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事務局 　はい、その表のですね、一番下のところから三つ上ですね、最低制限価格、最
初の数字は税込みです。かっこして税抜き。これが最低制限価格です。はい、９
６３７万１０００円。ですから、金額が低くても、低すぎると最低制限価格を下
回る、千円でも下回ると失格扱いとさせてもらってます。上は予定価格、下は米
子市が設定している最低制限価格。この間の中で一番低いところが落札、契約を
させてもらうということでございますので、Ｃ社は最低制限価格を下回っている
ということで、最低制限価格と予定価格の中で一番低い金額は、Ａ社だったとい
う、そういうケースでございました。はい。

岩浅委員 　それで、もうひとつ、その最低制限価格の設定計算式というのを前にもらって
いて、平成２３年度という分の計算式。土木と建築に分かれて計算式をいただい
ているんですけれども、この最低制限価格設定の見直しとかそういうようなこと
はこれまでにあるんでしょうか。

事務局 　はい、最低制限価格については見直しをしております。当初は８０％ぐらいか
らスタートしていると思います。これは米子市だけではなくて、国とか県とかで
すね。その後、国、県とかが８５％くらいになって、米子市も、同じような形で

やっていこうということで。最低制限価格、ダンピング防止ということで、あま
り低くても粗悪な工事になるということで最低制限価格というのは国、県、市で
も用いられるようになったんですけれども。
　見直しもございました。例えば現在ですね、土木系の工事ですと、直接工事費
１０割、共通仮設費１０割、現場管理費が１０分の９、一般管理費が１０分の３
というふうになってはいるんですけれども。以前は、現場管理費が１０分の７で
すかね、１０分の２上乗せして１０分の９、一般管理費は１０分の１上乗せして

１０分の３というような見直しもかけておりますし、直近では、建築系の工事な
んですけれども、電気工事の算式が、全体的に９０％前後なりの式になっている
んですけれども、電気工事について８０とか８０を切るようなところだったもの

で見直しをして、現場管理費の部分の割合を高めて９０％に近づけるような、そ
ういった見直しは、適宜、状況を見ながら、必要に応じて見直しはしているとこ
ろでございます。

岩浅委員 　はい、ありがとうございました。

事務局 　すみません、補足で。２１年の４月にそれまで上限８５％としてきたものを撤
廃していますので、工事関係は。だいたい９０くらいになるあたりの計算、普通
に計算すると９０％になるような状態になると思います。委託の方は、そのまま
８５％の上限がありますが、２１年の４月からは工事関係は８５％という上限を
撤廃しております。

松原会長 　よろしいでしょうか。

岩浅委員 　はい、ありがとうございました。

松原会長 　それでは、いかがでしょうか。

西村委員 　先ほどと同じようなところばかり私も選んでいるんですけれど、さっき言われ
たように、失格者が多いと。それと工事費内訳書なんですけれども、いつも見て
いるんですけれども直接工事というのは、だいたい普通どこも同じようにかかっ
てくると思うんです。
　あと、それ以外の経費というのは、その規模によって色々かかるところが違っ
てきますが、最終的に工事価格というのは、だいたい皆さん同じような金額に、

まあコンピュータが同じようにやられていると思うんですけれど、そのへん、あ
まりこの中の数字というのは、前にも聞いたんですがあまり重要視は。どうなん
でしょうね。最終的に工事にかかって終わった後、中身と照らし合わせるという
ようなことはないですか。
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事務局 　あとからということでも、照らし合わせるということはしておりません。総額
でいくらというところでの比較で、先ほど言った予定価格と最低制限価格の中の
一番低いところを落札業者として決めますので。仮に千円低くても、そういった
数字を入れた業者さんについては、残念ながら失格扱いとさせてもらってますし、
工事費内訳書も一緒に入札書と出してもらうようにしてはいるんですけれども、
その工事費内訳書の中身までは、実際は分析していないのというのが実状でござ
います。

西村委員 　工事価格だけを最終的には重要視したいと。

事務局 　そうですね、合計ですね。入札書の金額。工事費内訳書の合計金額をみており
ます。
　国の方が、４月１日から建設業法と入札契約適正化法を改正されるということ
で、今まで義務づけておられなかった国の方が、工事費内訳書というものを簡易
なんですけれど、これから作っていかれる作業をされているようで、これを受け
て全国建設業協会さんですとかが。ですので、国がもしこれを全部使われ始めて、
これでもって何かをされるようなことがあれば、その時点で、米子市もそれを参
考にさせていただくことになるかと思いますが。
　現状やはり、工事費だけでという格好でないと、事業ができないという内部事
情もございまして、工事費内訳書の精査をさせていただくことはできないという
ことで。ただ、将来的にこのままかというと、もしかしたら、させていただく状
況になるかもしれないです。はい。

松原会長 　よろしいでしょうか。

岩浅委員 　今のことで少々お聞きしたいというか中身を、その内訳をあまり重視しないと
いうお話だったんですけれど、１４１番の案件で、最初に抽出したときには、３
社でくじ引きにより落札をしたということしかわからなくて、内訳はどうなって
いるのかなと思って抽出したんですけれども、結局、入札金額が３社とも同じ金
額でして、しかもそのうち、落札されたのはＤ社なんですけれども、Ｅ社とＦ社
は私が見ますとまったく中身が、まったく数字が一緒なんですね。以前、前回の
時には計算、予定価格とかですね、そういうのから逆算して計算したら、コンピ
ュータではじきだす数字があるんじゃないかというお話を聞かせてもらったんで
すけど、まったくこの２社については中身のそれぞれの金額がまったく一緒で、
たまたまそのＤ社は合計が一緒だったということなので、中身も同じところもあ
りますけれども、かなり金額の違いがあるということです。
　このようなことを言ったらきりがないのかもしれませんけれども、先ほどから
の話で。例えば何社かの業者さんが同じように計算を逆算してやって、中身が全
部、まあ数値、数値は一緒なんですけれども、そういう計算方法で算出するとい
うやり方はどうなんだろう、というか現状それが行われているわけなんですけれ
ども…。
　詳しいことはわからないのですが、実際これぐらいかかるものなのかどうなの
かも、私もまったく素人でわからないのですが、比較検討というか、そういう合
計がもちろん一番大事かもしれませんが、そういう要素というのは必要ないもの
なのでしょうか。
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事務局 　はい、№１４１番ですね。冨士見町東福原線ほかカラー舗装工事の入札という
ことで、岩浅委員さんの方から、３社の入札価格が同一でくじになった理由はと
いうことで、こちらの方に抽出してもらっております。
　見てのとおりといいますか、この案件は３社さんが入札に参加されて、３社さ
んとも総額自体が同額だったために、くじ引きによって落札者を決定したもので
ございます。このカラー舗装工事というものが、まず、工事内容自体が特殊なも
のではなくてですね、設計金額イコール予定価格なんですけれども、土木系の分
は設計に使用する積算単価はすべて公表されておりますので、設計する期間も、
どこが設計しても、誰が設計しても同じ金額になるという金額が出しやすい内容
の工事ということです。
　それでも、米子市の場合には郵便入札でございますので、予定価格を事前に公
表しておりますので、あとは先ほど言われた最低制限価格がいくらになるか、式
だけを当然載せておりますけれども、最低制限価格がいくらかというところで３
社さんともぴたりとあてられたというところです。ただし、その工事費内訳書の
各項目で２社が同じ内訳金額ということで、１社が違った金額ということですが、
調整の仕方の違いによるのではないかというふうに思っておりました。

松原会長 　工事費内訳書だけでみますよね。項目ごとには少し差があって合計額が確かに
一緒という場合に、業務が終了後にですね、どこにどういうふうな執行をしたの
かというようなチェックが、そういうのは実際やってないですか。

事務局 　はい、そういうチェックはしてないですね。

松原会長 　トータルの金額が一緒ということですね。どこに手厚く、どこにお金を、バラ
ンスをとって、本来ですと積算の根拠に従って執行していくはずですよね。何か
工事の品質というの考えると、そのあたりが各社によって違うんじゃないかなと
いう気もするんですが。そこはもう、見積もりどおりの工事でやってもらえれば
特に何も、あとは…。

事務局 　あとは、完成検査で合格がでればということなんですけれども、例えばその工
事費の内訳が、例えば資材費とかですね、人件費とかは会社によってまちまちで
ございますので、そういった工事費の内訳書に数字に書いてある金額が、イコー
ルその会社の最終的な実績の数値ではないのかなというふうに思っております。

松原会長 　はい、いかがでしょうか。
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竹下委員 　基本的には、たまたまその１４１を開いてますんで、工事費内訳書を見てもら
うと、岩浅委員が言ったように一番どん尻の金額だけ合わせている。あとはどこ
で調整するかと言ったら一般管理費なんですよね。
　それで、特に私が工事費内訳書を見たいというのは、こういう形で本当に会社
がそれで、要するに一般管理費が企業の純利益という、あとは材料費等をどれだ

け値切って仕入れるかという金額があるにしても、このように対比をすると、ど
こで調整をやっているのかというのが如実にわかる。以前ありましたけれども、
一般管理費ゼロ円という調整をした工事種別がありました。で、よく聞きました
ら、いやそれは役員の給料や報酬を出してませんので削りましたというような話
だったんで、ここが一番調整をやる、一番ドン尻だけ、今何をするのかといった
ら、予定金額に近いところでどこで言い当てるか、もうそこになっているんです
ね。相対的に。競争入札じゃなくて。１回目でばさーっと決まってしまう。私た
ちが最初来た頃は、１回目は成立しなくて、２回、３回の入札があるというのが
ざらでしたけど、今は一発なんですよね。だからもう全体的には、競争入札その
ものがどうなんだという、形骸化されているのが実態の状況なんですけれど。で

すから、ここで業者は調整できる。
　だから、私が毎回言ってるように手書きと印字との違いがあるにしても、下か
ら金額を書いていけば、だいたいもうそれは本命でない限りはそれで通る。本命
になった場合は、やっぱりちゃんと内訳書を出さないといけませんので。で、何
件か本当はデータベースにしていけば、この一般管理費を見るだけでも本当に正
しい入札になっているかどうかというのは、私は推測できると思うんですけれど
も。今の現状の中では、こういう状況です。
　先ほど随契の場合は、工事費内訳書を徴求してないという話でした。であるな
らば、Ｇの１０５と水のＧの１と水のＧの４も一般競争入札なんですが、なんで
これは工事費内訳書がないんですか。

事務局 　これは、工事ではないです。工事ではなくて委託ということで内訳書は出して
いただいてません。要求しておりません。

竹下委員 　委託の場合はいらないという根拠は、随契と全く同じ扱いでいいですか。

事務局 　そうですね、委託という性格上、工事と委託の性格の違いということで出して
いただいてないです。

竹下委員 　そうすると、今、Ｇの１０５の入札執行表ですけれども、ここを見ると落札額

が１６５４万円、ところが一番安い札を入れたのがＧ社で７９４万５０００円、
もちろんこれは失格になりますが、本当はここの内訳書を見たいんですよね。ど
うしてこういう金額が出るのか。
　だから、今後の改善としては一番最低入札金額業者と、そして落札業者との対
比をとれば一目瞭然なんですよ。で、昔でいけば安かったら絶対この会社が落札
できたわけですよ。今は、それが最低制限価格を私が知っているのは７０からだ
んだん値上げをしてきて、そして、８０から８５。ひどいところは９０というふ
うにしてるところもあるんですけれど、本当にここなんかは大手ですよね。それ
がこの金額でできる。で、１社だけかと思いましたら、Ｈ社、ここは８１５万。
２社もこれだけの安い金額を出している。というのは半分以下なんですよね。そ
れでできるという、そういう工事内訳書が見れたらぜひ見たいと私は思ってるん
です。開札してから一番安い金額を入れている業者にやっぱり任意で、工事積算
根拠という形を求めれば、対比できるんじゃないかなというふうに考えておりま
すが。いかかでしょうか。
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松原会長 　いかがでしょうか。非常に低価格の…。

事務局 　はい。Ｇの１０５は奥田委員さんが、他の落札率に対して低いのはなぜかとい
う質問で抽出していただいておりまして。この設計業務につきましては、一般競
争入札の公募式で行ったものでございます。落札率は７６.９４％、最低制限価

格も７６.６％ということで、最低制限価格自体も低いんですが、工事に係る測
量調査等業務委託につきましては、以前は最低制限価格を導入していなかったん
ですけれども、落札率が低い４０％、５０％になるということで、この状況では
業務の品質確保に問題があるということで、米子市の場合には平成２２年度から
工事関係の業務委託につきましては、最低制限価格を適用しております。
　最低制限価格の算出式につきましては、国のモデル案と同じものを使っており
ます。その業務の種類によって式の違いはあるんですけれども、入札書を見てい
ただくと、先ほど竹下委員さんが言われたように、一番低いところは７９４万５
０００円、一番上は２１５０万円で、低すぎるところは最低制限価格で失格にな
っているということで、先ほど言いました最低制限価格と予定価格の間で一番低
いところが落札しているんですが。
　工事と委託がひとつ違うところがございまして、工事の場合には、予定価格自
体は事前に公表しておりますが、業務委託については、予定価格を事前公表して
おりません。ということで、その予定価格を公表していませんので、そのライン
がわからないので予定価格を大きくオーバーすることがありますし、逆に予定価
格を低く見積もってしまえば、最低制限価格も低くなって、今回のような、この
件につきましては３社が、最低制限価格よりも低すぎて失格となったということ
で、回答する準備をしていたんですけれども。

奥田委員 　あの、Ｇの１０５を抽出したんですけれども、一般競争入札ということで珍し
いんじゃないかと思ったんですが、これは、一般競争入札ということになった理
由とかいきさつは何かあるんですか。

事務局 　工事とか業務委託もですけれども、まず米子市の場合は、市内の経済の活性化
ということで市内業者さんに優先に入札に参加してもらっております。ただし、
その工事とか業務委託の内容によっては、市内業者さんでは無理な場合とか、特
殊な業務だったりとか、特殊な機械が必要だったりということがありますと、市
内業者さん向けではなくて一般競争入札ということになったりも…。
　ということもありますけれども、今回の米子市の防災無線施設というこのＧの
１０５は、担当課の方から市内業者さんでは無理ではないだろうかというところ
で、広く一般に公募するということにしたものでございますけれども。

事務局 　補足なんですが、市内業者さんを対象としないものには、他には公募型競争入
札があるのですが。公募型と一般競争入札の違いといいますのが、通常は基本的
には米子市にまず登録がないと入札参加ができないということにしておりまして、
公募の場合は、資格がある方を対象にしています。米子市以外の方でも、登録さ
れている方、業者さんたくさんおられますので。一般競争入札といいますのは、
そこの入札参加の資格自体、米子市じゃなくてもいいという、できる業者をとい
うことで、より条件をゆるくして、広く入札を求めるやり方をする時に、業者さ
ん、業種が非常に特殊で本当に全国ですとか、県内に少ないという場合に、こう
いう手法をとっています。

竹下委員 　今の奥田委員の発言に関連してですが、このＧの１０５のところなんですが、
当然各営業所とも経歴、工事実績証明から、そういう形を出して、応札するわけ
ですね。
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事務局 　そうですね。

竹下委員 　そうすると、私はこのＧ社とＨ社が、過去にどんな工事を請け負っているのか。
そういうデータを参考にしてこの金額を出していると思うんですよね。安かろう
悪かろうで適当に出したんだと私は思いたくない。小さな業者以外は、信用問題
ですから。そうすると、１６５４万円というのは、本当にその予定されている価
格というのが妥当かどうか。逆に思えば疑うんですが、そこらへんは、契約課と
してはどうご判断されてますか。

事務局 　あくまでも入札契約課は、予定価格というのがありまして、金額だけでの競争
の入札という性格がございますので、金額が最低制限価格にかからずに予定価格
の範囲内で一番低いところと契約するというルールにのっとってやっております
ので、妥当なんだろうということで、落札ということで、契約ということで業務
を行っています。

竹下委員 　私が言ってるのは、そういうその企業が過去のデータから出して、そしてこの
金額を出してという形になると、予定価格をどこが積算したかはわかりませんが、
予定価格の積算に問題があったのではないかという疑いが出てくるわけです。あ
まりにもこの差が大きすぎるという形は、あまりにも利益が出るのではないか。
そういう意味では逆に言うように、私はすべての案件について落札者については、
そういう内訳書を添付しない限りは、闇の中でそれはいく。だから、それは予定
価格を算出するのが、もう１００％ではなくて、それも根拠があって作っている
んでしょうけれども。そうすると、その予定価格の設定自身が、まず私は誤って
いるんじゃないかと。
　回答はいいです。そういうふうに私はやっぱり、このところ健全な売買単価と
いうのはどうなのかなという形をすれば、安かろう悪かろうではなくて、安くて
もできる方法という問題もあれば、それは企業努力をするわけですから。言いま
したように、それは一般管理費ゼロ円で内訳書を出してくる企業だってあるわけ
ですから現実には。そういうふうに私は思ってますので、予定価格の積算方法等
については、一考を要する時期にきているのかなというふうに考えてますけれど
も。

松原会長 　このＧの１０５というのは、防災安全課の所掌の業務ですね。今日おいでにな
っておられるでしょうか。

事務局 　残念ながら。

松原会長 　全然。

事務局 　はい。

松原会長 　やはり、積算の根拠といいますか、見積もりがたぶんきているわけですよね、
これは。委託に対して、これは設計業務ですので。

事務局 　はい。

松原会長 　だから、それぞれの企業から積算、この価格の根拠となる見積もりが一緒にく

るわけですよね。そういうのを竹下委員は…。７９４万５０００円と１６５４万

円というこれだけの差が出るところをちょっと見てみたいなとおっしゃっている
んですね。あるいは、その積算根拠は、１６５４万円ということで入っているん
ですけれども、７９４万５０００円というのもある。そういうようなところで、
もし担当課の方がおられたら、ということだったんですが。わかりました。
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西村委員 　委託の場合には、工事でなければ工事内訳書は求めないと言われると、入札で
その金額は出すんですよね。金額はこれです、という数字は出されて。その他に
は何を入札では提出するんですか。

事務局 　入札の際には、入札書だけです。その入札に参加するかどうかというのを最初
に求めまして、資料ですとか、先ほどから論じられています実績ですとか。
　今回これにつきましては、入札説明書の中の業務実績ということで、２６年３
月末までに単独または共同企業体の代表として防災行政無線デジタル化整備に係
る設計業務を委託し、完了した実績を有することということで。以下、技術者さ
んですとか色々条件もありますが、実績についてはこれを出していただいて、こ
の入札参加者の条件に合えばいいというようにさせていただきますので。これを
クリアして入札に及んだ方は、入札書だけです。出していただくのは。

西村委員 　そうすると、業者が入札の金額として出した一回目に書いた金額の積算根拠は
まったくないんですね。

事務局 　そうですね。求めていません。はい。仕様書ですとかを一緒に見ていただいて

いて、こちらの中のこういう業務をこれぐらいの期間でできるかどうか、できる
人ということしか求めておりませんので。

松原会長 　その他、いかがでしょうか。小林委員はいかがでしょうか。

小林委員 　私が抽出させていただいた中には、５ページの№１４５番。１４５番の建築住
宅課さんの工事なんですけれど。こちらが、前回のときに、参加者数の多い人気
のある希望型の工事は、最低制限価格すれすれになって、結果的に失格者が増え
るというような傾向にあると教えていただいたんですけれども。こちら９社失格
ということで、それにしてもすごいなと思いました。状況を見たいなと思いまし
て抽出いたしました。もし、工事の内容については、入札とは関係ないかもしれ
ないですけれども、米子市の希望型において大人気であるのが、工事はどういう
工事であったのかなということが知りたいと思いました。
　あと、一方で逆なんですけれど、８５番から８９番あたりの電気工事と管工事
で別だったとは思うんですけれども連続してあるような、似たように私の目から
は見えるような工事でも、よくある工事に見えそうなものでも入札不調、随契と
なっているものがあって、人気があるものと人気がないものの差というのは、今、
随契においてはどういうところにあるのかなということを確認しておきたいなと
思って、このあたりのものを選ばさせていただきました。
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事務局 　はい、では、小林委員さんの方から最初言われた１４５番ですね。五千石住宅
既設建物除去及び駐車場・広場整備工事の参加者数に対して、失格者が多くでて
いるけれどもなぜかというご質問だったと思います。落札率からしますと９２.
８％、最低制限価格も９２.６８％ということで、２０００円違いですね。７５９
５万円が最低制限価格。落札された業者さんの入れた札が７５９５万２０００円。
２０００円違いということで、その他の業者さんは、すべて最低制限を下回って
いたために失格扱いということなんですけれども。
　この工事につきましては、主に解体工事です。それで、この解体工事について
の設計積算につきましては、土木工事のような積算単価の多くが標準単価として
公表されているものとは違いまして、すべてが標準単価で積算できるものではな
いということ。ということで、実際米子市としても、参考見積もりを数社から取
り寄せて精査して、設計書を組んでおりますし、参加される業者さんもそういっ
た見積書を取り寄せて、最終的に、ぜひ取りたいという希望をされると思うんで
すけれども。最低制限価格をどのあたりにもっていくかというところで、最終的
になぜ失格者が多く出たのかという理由は、読み切れないところがあるんですけ
れども。各社ともそれぞれ独自に取り寄せて積算をするということで、やはり算

出金額にばらつきが出て、結果的に最低制限価格自体が、通常工事は９０％前後
なんですけれども、こちらの最低制限価格は９２.６８％という高い設定となっ
ておりました。それで、失格者が多く出たのではないかというふうに考えており
ます。はい。
　それと二つ目の質問です。８５番から８９番の中学校配膳室の電気と機械の工
事がすべて入札不調になった経緯を伺いたいということだったと思います。８５
番から８９番の工事につきましては、米子市の中学校完全給食実施に向けて、給
食配膳室に改修するために必要な電気設備工事、または機械設備工事を実施しよ
うとする入札案件でございました。電気工事のＢ級に向けて２件、管工事のＢ級
に向けて３件発注したんですけれども、結果として入札者が一人もいなかったた
めに入札中止になりました。再募集したんですが、再発注しても一人も一社もな
くということで、二回目の中止となったものでございます。
　ただ、学校でございますので、夏休み中に主な工事を終わらなければならない
という時間的な条件があったものですから、三回目、四回目ですね、改めて入札
に費やす時間がないということで随意契約を行ったものです。それで、工事担当
課長の方からしていただけるようなところを２社内申していただいて、見積書を
出してもらって、予定価格より下で安い業者さん、札を入れたところと随意契約
をさせてもらったというところでございます。
　それで、なぜこの一連の電気設備２件、管工事３件、同じような時期に５件、
入札中止になったかということですね。各業者さんの手持ち工事の兼ね合いなの
か、または利益率が低かったのかは、ちょっとわかりかねるんですけれども、昨
年の８月末にですね、工事関係の関係団体との意見交換がありまして、その中で、
Ｂ級クラスの５００万以下のような工事は、業者さんの方が見積もっても、まっ
たく合わない、割に合わないという。で、市の方はどういった積算方法をしてい
るんですかという質問が出たんですけれども。それにつきましては、その単価に
ついては、これは建築系なので公共建築工事積算基準に従いまして、数量の単価
や施工状況を考慮して、積算のときの最新物価資料に基づいた単価を採用してお
ります。そういった単価がないものについては、見積もり等によって決定をして
おります。材料費、労務費、機械器具費等複合単価についても、国の基準に従っ
て物価資料、市場単価、営繕工事の標準設計単価等によって、米子市としては積
算したものでございます。

　ということで、市の方としては適切に設計金額、予定価格を弾いているという
ふうに思っているんですけれども、業者さんからすると利益率が低くなって、低
いというかそういうところで、一連の工事については入札が１社もなかった、そ

ういった経緯でございました。
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事務局 　補足でですね、８５から８９までにつきましては、６月３日にまず入札を予定
していまして、同じ業種でこの日の入札が５本あったんですけれども、うち２本
が不調ということで、この不調になった時点で、次に６月１７日に同じ内容で３
本再入札という格好をとったんですが、そのうち２本が不調だったということで。
　同時期に５本とか６本ですとか同種の工事、同額であったり、多少何百万か違

うというのもあるんですが、同時期に出す場合にこういう不調が発生する傾向は
あります。ですが、金額が低くても入札者があったりする工事もありますし、同
じ日に入札したものでも。そのへんなにかその中で、業者さんが選んでおられる
状況があるようです。

小林委員 　ありがとうございました。ひとつ確認なんですが、割に合わないというふうに
業者さんが感じられているというお話があったんですけれども。私が抽出してい
る８５番からの見積調書を拝見すると、予定価格があって、すべてかどうかはわ
からないですけれども、落札価格や見積価格は、予定価格より下で業者さんは出
しておられて、最終的に落札価格も予定価格より低いんですけれども、これは業
者さんの見積価格が、割に合わないけれども低く出されているということですか。

事務局 　事の真相はわからないんですが。こちらの方が予定価格としてもっている金額
がありまして、実際その入札が不調だったために、していただけそうな業者さん
を２社選んで、設計書の金抜きというものを渡して、内容を弾いてもらって、見
積書を出してもらった金額が、予定価格より若干下回っている。予定価格をオー
バーしていたら、その時点でだめですので。随契ということになると、予定価格
という公表はしませんけれども、このように近いときに、２回入札、工事発注を
して、それでだめであって、随契で金抜きの設計書をみて同じような内容であれ
ば、予定価格は、公表されたようなものなのかもしれません。それで、最終的に
業者さんが、２社の業者さんが、予定価格に近いところなんですけれども、それ
だけ低いところと契約させてもらったいうところでございます。はい。

小林委員 　わかりました。まだちょっと状況がはっきり私にもわからないんですが、そう
いう経緯だということは理解しました。はい。

松原会長 　はい。その他いかがでしょうか。
　では、私の案件はですね。総合評価のところで、№１０と１８ですか。これを
取り上げてみたいと思います。まず、№１０につきましては、総合評価に対して
３社が応札して、そのうち２社が同札でくじ引きになっています。それから、
№１８のこれも総合評価ですが、これは１社の応札でして、これはちょっと総合
評価の、例えばこの１８番、６７００万円ですが、１社の応札ということですが、
総合評価ということで、これは何とも業者の方の動向によるので、応札者が他と
比べると少ないなという感じがするんですが、このあたりはどうでしょうか。
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事務局 　はい。昨年度平成２５年度から入札中止が多発しているという話をさせてもら
ったんですけれども、入札中止が出始めたのが総合評価の土木Ａランクさん向け
のものであったということでございます。どうしても、技術者さん、手持ちの技
術者さんに限りがありますので、入札に参加するのであれば利益率の高いところ
で、どの案件に手上げをするかというところで、選り好みといいますか、選んで
というところで、前みたいに多数の参加者が、入札に参加しているという状況は、
最近は少ないです、はい。
　それで、例えば今言われた１８番なんですけれども、当初２社さんが総合評価、
下水道の工事なんですけれども１８番。２社さんから申し込みが、総合評価方式
による入札なんですけれども、２社あって、そのうちの１社が手上げをした後に
辞退届ということで辞退届の理由を確認したところ、技術者を当初配置するよう
になっていたものが、配置できなくなったと、そういった理由で辞退届が出まし
た。当然、そういうことはもう１社さんは知りませんし、何社が参加するかわか
らないということで、そういったところで、もう１社さんは最終的に６７００万
円という金額を入れられたんで、あとはうちの方としましては、予定価格は当然
公表してますので、それ以下ですけれども、最低制限を下回っていないというと
ころで、総合評価ではあるんですけれども、１社しかいないということになれば、
金額だけではなくて、技術者さんや会社の成績というところにも影響は及んでい
ないということで金額だけの条件になっていました。それが１８番です。
　それで、１０番の方の案件ですけれども。当初、これも総合評価入札というこ
とで公表いたしましたところ、６社の手上げがあって指名させてもらったんです
けれども、その指名以降にですね、３社さんが辞退ということで、都合によって
配置できなくなったという理由だったと思うんですけれども。３社さんが辞退で、
残り３社さんでの総合評価方式の入札となりました。
　それで、入札執行表を見ていただければと思うんですけれども、表の中の失格
基準価格、最低制限価格と一緒なんですけれども、税抜きで３０４２万２０００
円ということで、３社さんのうち２社が最低制限価格と同額。で、もう１社さん
が１０００円だけ違っていると。これは、たぶん積算のときの端数調整の具合で
１０００円が違ってきたのではないかと思います。ただ、総合評価ですので、入
札の金額だけではなくて、先ほど言いましたように、その他の評価項目も入れて、
最終的に一番点数が高い業者さんが落札というふうになります。ところが、２社

の技術者成績、同じ８３点です。配置される技術者さんの実績を高くみるのです
が、それがない場合には、平均点であります基礎点８３点というのを用意いたし
ます。それと、次の事業者成績、これも８３点ということで。その会社さんがそ
の年度の総合評価に参加するときの会社の持ち点といいますか点数です。これが、
平均が８３点なんですけれども、実際はそれよりも低い会社成績だったために、
基礎点の８３点を。こちらの方についても、２社の違いがないと。さらに、工事
成績の点数でも違いがないですし、その他の評価項目ということで指名停止の減
点もなし、それまでの受注実績による減点もなしということで、同じ。すべてが
同じ点数になってしまったために、総合評価であってもくじ引きによって落札者
が決定したと、そういったケースでございます。

松原会長 　総合評価というのは、非常に合理的な、それまでの実績あるいは現状の会社の
施工実施能力を評価している方式だと思うんですが。なかなか現状では応札が少
ないと。技術者をずっと配置することも。辞退もこういうふうにとなると、たい
へん難しいのではないでしょうか。

事務局 　米子市の案件に手上げをされて、職員を予定していたけれども、場合によって
は、よその例えば県のところが取れてしまったので、米子市で予定していたもの
につけれなくなったから辞退をしますと。やはり、建設業者さんもぎりぎりのと
ころで、余裕な人材とかもたぶんないと思いますので、そういったところで、一
件一件手上げされても実際に入札される前に、よそのところの話が決まったので、
米子市の案件はだめです、配置できませんので辞退させてくださいというそうい
った辞退も結構ございます。
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竹下委員 　ちょっと仕組みが…。応札の場合は書面があるんですね。
　この案件については私の方も参加しますという状況は、どういう形であるんで
すか。口頭ですか。

事務局 　米子市の場合にはですね、工事希望型入札の場合には、市のホームページに載
せます。それで、例えば土木Ａ向けとか、建築Ｂ向けとかそういったところで、
その対象業者さんが参加できるんですけれども。中身を見られて向かってみよう
といったときには、ファックスによる申し込みをされます。その際、簡単な審査
をするんですけれども、配置予定技術者がひょっとしたら他の工事についている
のではないかとか、そういった簡単なチェックをするんですけれども。それで、
市の方はいついつ受け付けましたよということで、とりあえず返しまして、その
後、最終的に指名通知をうちの方からファックスをします。それでその後に、あ
とは入札日の前日までに、郵便入札ですと入札書を前日にうちの方に出してもら
って、そういう流れです。

竹下委員 　そうしますと、入札に参加するというそういう状況では、指名をした、手上げ
をしたというのはファックスが届きますから、何日付というのはわかりますよね。

事務局 　はい、そうですね。

竹下委員 　それと、辞退というのは口頭ですか、書面ですか。

事務局 　辞退届をファックスなり、持参なりで出してもらってます。

竹下委員 　結局、今こういう辞退者が増加をしたり、それから不調に終わるということで
あれば、入札業者を市内の業者優先ではなくて、もう少し入札資格を緩和して、
広げたらどうですか。結局、不調にいけば、要するに誰も手をあげなければ不調
になるので、再入札でやると。そうしたら、もうあとは随契で一方的に当事者間

で決まってしまう。私が業者だったらそうやりますよね。だいたい談合とかで金

額によって決まってるわけですから、そうすると市内をみましたらＡランクがど
れだけだというのはわかるわけで。そこだけはいくらでも調整できると思うんで
すよね。
　だから、私は今そこらへんで全国的に不調が続いているということで、そうい
うエリアの見直しという形もせざるを得ない。というのが、完成期日が迫られて
いる状況になくて、どうしてもそれに間に合わせなければならない、最悪の場合
は、予算を消化しきれなくてまた議会に返さなくてはいけないというそういう状

況がでてくるので、それであればもう少し広げたらどうですか、という意見を出
だしつつある状況なんですよ。だからそこを考えないと、いまの枠の中でやって
いる限りは、必ずこういうのはますます増大をしてくるという状況は、もう火を
見るより明らかだと、私は考えているんです。
　だから、ここの執行表の中でですね、まず、指名業者をいつ指名をしたのかと
いう日にちと、辞退について、いつ辞退届が出てきたのかという日にちを明記し
てください。そうすると、どの業者が、いつもだいたい手上げをして、そして、
辞退をしてという状況が推察できると私は思うんです。それは、出した辞退の一
覧表を出して欲しいというのは、そういうのも含めて、とりあえずそういう形で
は、発注者としても困るだろうし。まさに今は、発注者の権益ではなくて、請負
業者側の権益みたいな、要するに逆転をしている状況なんですよね。
　そうすると、指名入札そのものも指名方式がいいかどうか、指名自体がだいた
いわかるんですから、もうここは時代のすう勢の中では、私は見直してもいいん
じゃないか、指名を受けたとしても、談合を行いやすい温床になっているんです
よ。指名をしなければ、誰が来るかわからない状況ですから、しかもそのエリア
を緩和すれば。要するに状況としては、競争入札の本来の役割を果たすのではな
いか。残念ながらそういう点では限られた期間の中で受注した工事を完成させる
というのが、まず発注する側と、そして請け負う業者も、それが必須条件だと私
は思うんですね。まあ、そこらへんを一度検討する時期にあるのではないかとい
うふうに考えております。
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竹下委員 　もう一点。ちょっとこれとは離れますが、追加工事等が発生をしていると思う
んですよね。ところが今まで追加工事の金額、案件はちょっとみたことがなくて、
それが受注工事金額の範疇で収まっているのか、どうなのか。で、何を言いたい
かというと、清算をやったというのが１件もでてないですよね。通常の場合だっ
たら、本来で言えば、これだけこの工事で受けましたけれども、当社は当初の見
積もりより安くあがったので、これだけお返ししますという形はなくて、もうそ
の金額だけを取って、返納はないんですが。追加工事については、おそらく現場
監督者がこの間で、これは追加になるのか、これは現有の工事の中で処理すべき
なのかという形が決まると思うんですよね。
　そして、もうひとつ事例をあげると、起工式における神社、神主のお祓い等に
ついては、米子市はどのようになっているんですか、業者の責任であるんですか、
その金額を結局は工事の中に入れるんですか。二点ちょっと聞いてみるんですが。

事務局 　まず、最初の追加変更ですとかあってしかりなのに、うちの方がお話してるも
のでは、読み取れないんだけれど、ということだと思うんですけれども。うちの
方が、今までそうなんですが、資料に出しておりますのが、契約日がこの期間の
中に入っていて、ですので最初に落札されて、税額をかけたものの金額しか載せ
ておりませんので、このあと増減のあったものは出してないです。作っていない
というのが…。

竹下委員 　だから当然、設計変更、その他は発生してると思うんですよね。

事務局 　そうですね。どれがということではないんですが。通常最後の清算ですとか。

だいたい少額のものはあったりするんですが、大きいものは途中、３割を越える
変更ですとかというのもありますので、その後については、変更の事象があった
場合に変更ということになっておりますので、今、お手元にある資料の契約金額
は、あくまでも、最初の入札時に落札されて契約をした。最初の変更があったと
しても、当初の契約金額ということで、というものしかお出ししておりませんの
で。中には変更はあります。多数あります。

竹下委員 　そうすると、うがった見方をすると、まあ、そういうのはないかもしれません
が、現場での設計変更をされる工事の変更に伴う金額というのは、まったく市民
はお目にかかることはできないですよね。工事完成金額というのは、要するに当
初の契約金額プラスいくらという形でしか処理できないと思うんですが。

事務局 　そうですね、公表の、うちの方の窓口に置いておりますのが、落札された結果、
入札の結果ということで、お出ししておりますので、その後変更があったとして
も、変更の結果ということでは出しておりませんので。はい、通常では目に触れ
ることはないのではないでしょうか。

竹下委員 　ということは、追加工事に伴うものは、落札工事金額の３０％以内であれば、
現場で処理する。

事務局 　いいえ、必ず設計から変更箇所は、必ず変更設計というのがあがってきますの
で、それでもって変更の手続きということで、必ず書面といいますか、根拠のあ
るものがきて、それでもって変更するということになっています。
　基本的には３割を超えるものにつきましては、別契約でしなさいというような
国の指針がありまして、それに基づいておりますが、ただどうしても分けれない
維持ですとか、そういうものについては、分けれないという理由をつけて３割を
超えても変更ということで出しています。

竹下委員 　それは、変更工事も現存するということですね。もう一点の方はどうですか。

事務局 　起工式、地鎮祭とか、そういうことですか。

整備課 　下水道部ですけれども。一般的にそうだと思いますけれども、積算上そういう
ものは当然見ておりません。業者さんが自前でもってやられるのが、一般的だと
考えております。
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竹下委員 　まあ、政教分離からいって神主さんに払うお祓い料を税金で出すという訳には
いかないと思うんですけれども。ということは逆に言うと、そういう地鎮祭、お
祓い等については、業者がするしないは発注者側としては関与しない。強要もし

ないということですね。

整備課 　たぶんですけれども、そういった地鎮祭はですね、建築系だと思います。土木
工事において、たぶん一般的にそういうのはやっていないと思います。私の例だ

と土木工事でやったのはですね、例えば墓を移転するだとかですね、記念碑があ
ってですとか無縁仏さんがあってですね、そういうのを動かすときに、業者さん
がですね、相談されて、それはやった方がいいのではないかというようなお話を
させていただいたことはありますけれども、一般的に土木工事では、やる例とい
うのは非常に少ないと思っております。

建築住宅課 　建築住宅課ですけれども、建築工事につきましては、地鎮祭というのはされる
ことはありますけれども、これについては、先ほども入札契約課の方から話があ
りましたように、経費等でみていることはもちろんありません。それと、実際に
地鎮祭等をされることについては、あくまでも業者が任意でされるということで

あって、市の方からやってくださいというようなことを求めることはありません。

竹下委員 　了解しました。

松原会長 　その他いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。それでは、一応２時
間になろうとしてますので。別の件に関する審議につきましてはどうでしょうか。
三点目にその他というのがございますが、それは事務局の方から。

事務局 　事務局の方からは特段お話する予定はしておりません。

竹下委員 　２５年の下期の分の抽出した案件の資料はいただけるんでしょうか。
　今日、議論するのは資料がないので、できないんですけれども。

事務局 　はい、平成２５年度の下期分の色々な入札結果通知とかですね、そういった資
料がいただけないかということですよね。印刷、コピーすれば。原稿はあるんで
すけれども、はい。時間をいただければ。すみません。ちょっと今すぐにはでき
ないようです。

竹下委員 　後日でも…。

事務局 　はい、会の冒頭で入札の辞退関係の話、資料がございまして。すぐにでも作り
たいと思っておったんですけれども。次回でもいいと言われたんですけれども、
それも作って、下半期の中間資料も作って、後日郵送させてもらいたいと思いま
す。

竹下委員 　じゃあ、２５年度下期のとき、一点だけお頼みしたいんですが、№１１３。こ
れ２５年の下期の分です。ここで私が言ったのが、ほぼ同一箇所における改良工

事市道冨士見町だと思いますが、これが二つに分断されているんですね。同時期
で。質問を出しました回答が、施工箇所を分離し別々に発注することにより、工
期内で工事を完成させるためというふうになっておりますが、業者が同一業者で
あって、要するにその距離が長ければ長いほど逆の回答になってるんですが。違
う業者であれば、それは秀吉がやったように分担をしてやれば、工期内でちゃん
と収まるんですが、これは矛盾した見解じゃないでしょうか。ちょっとその点を
お尋ねしたいのですが。

維持管理課 　先ほどのご質問ですが、今言われたとおり工期を短縮したために二工区に分割
した。それを同じ業者が取って、ということでしたね。

竹下委員 　そうです。

維持管理課 　同じ業者が取っても、二つ入っておりますので。ですから、工期短縮には十分
努力しております。
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竹下委員 　ということは、その二つの工期が長すぎるという形じゃないんですか。人員を
たくさん投入するから期限内で収まるという、そういうことです。それであった
ら、二つに分けなくて一つでいいんじゃないですか。

維持管理課 　最初から同じ業者が取るとは想定しておりませんので、私どもは。
　一つの工区で発注するより、二つに分割したほうが早くできるという判断で発
注しております。

竹下委員 　ということは、参加者数がまだ多く来るであろうということであったわけです
ね。で、結果的には一社しか来ていない。そういうことですね。

維持管理課 　結果的には。結果的には一社が両方とも取ったということですね。

竹下委員 　わかりました。結果的に。でも、これは逆にいうと、金額を分離をする方がい
いんじゃないですか。２７００万円というのはＢランクですか、Ａランクですか。

事務局 　Ａランクです。

竹下委員 　Ａランクですか。この場合は、結果がそうだったということですね。

松原会長 　先ほどの話のところに戻りますと、２５年度の抽出案件については後日郵送で。

事務局 　はい、申し訳ございませんでした。

松原会長 　それに基づいて、また、皆さんの方から色々とあるかと思うんですけれども。
それは、また次回の審議ということでよろしいでしょうかね。

事務局 　はい。

松原会長 　はい、それでは、今日の審議案件につきましては、ひととおり終わりました。
委員の皆さんよろしいでしょうか。それでは、事務局の方にお返しします。

事務局 　はい、ありがとうございました。申し訳ございません。今の話、資料が不十分
でした。委員さんの方から言われておった資料ができていなかったり、十分な答
えができなかったかもしれませんけれども、宿題のあった部分につきましては、

鋭意努力をして早い時期に出したいというふうに考えております。
　それでは、平成２６年度の入札契約審議会を以上で終わります。本日はどうも
ありがとうございました。
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